
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
事
業

所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
介
護
予
防
事
業

所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
変

更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地
変

更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
五

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

収
用
委
員
会

○
公
示
に
よ
る
通
知
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
七

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

つ
く
し
が
丘

病
院
運
営
室
）
…
八

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

事

業

者

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

三
和
工
業
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
小
沢

字
大
開
四
五
の
五

六

サ
ン
ワ
訪
問
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
清
水
三

丁
目
一
の
一
五

平
成
二九･一二･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

青
森
県
報
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り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

有
限
会
社
平
成

薬
局

弘
前
市
大
字
城

東
中
央
四
丁
目

一
三
の
一

居
宅
療
養

管
理
指
導
平
成
薬
局

弘
前
市
大
字
城

東
中
央
四
丁
目

一
三
の
一

平
成
三〇･
三･
七

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

有
限
会
社
平
成

薬
局

弘
前
市
大
字
城

東
中
央
四
丁
目

一
三
の
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導
平
成
薬
局

弘
前
市
大
字
城

東
中
央
四
丁
目

一
三
の
一

平
成
三〇･
三･
七

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介

護
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

ル
ウ
・
ラ

ポ
ー
ル

弘
前
市
大
字

和
徳
町
一
二

四
の
一

訪
問
介
護

ホ
ー
ム
サ

ポ
ー
ト
呼

鈴

弘
前
市
大
字

松
ケ
枝
一
丁

目
一
の
一

平
成
三〇･
三･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

境
関
字
亥
ノ

宮
五
三
の
一

四

変
更
前

有
限
会
社

の
り
た
調

剤

五
所
川
原
市

字
布
屋
町
五

六
の
二

〃

ヘ
ル
パ
ー

サ
ー
ビ
ス

憩
い
の
杜

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

二七･
三･
二

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

変
更
前

〃

五
所
川
原
市

字
布
屋
町
五

六
の
二

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
憩
い

の
杜

〃

〃

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
介
護
予
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防
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

ル
ウ
・
ラ

ポ
ー
ル

弘
前
市
大
字

和
徳
町
一
二

四
の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

ホ
ー
ム
サ

ポ
ー
ト
呼

鈴

弘
前
市
大
字

松
ケ
枝
一
丁

目
一
の
一

平
成
三〇･
三･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

境
関
字
亥
ノ

宮
五
三
の
一

四

変
更
前

有
限
会
社

の
り
た
調

剤

五
所
川
原
市

字
布
屋
町
五

六
の
二

〃

ヘ
ル
パ
ー

サ
ー
ビ
ス

憩
い
の
杜

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

二七･
三･
二

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

変
更
前

〃

五
所
川
原
市

字
布
屋
町
五

六
の
二

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
憩
い

の
杜

〃

〃

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

住

所

指
定
年
月
日

澁
谷

悦
子

つ
が
る
市
木
造
照
日
一
八
の
四

平
成
三〇･
四･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
を
変

更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

ル
ウ
・
ラ

ポ
ー
ル

弘
前
市
大
字

和
徳
町
一
二

四
の
一

訪
問
介
護

ホ
ー
ム
サ

ポ
ー
ト
呼

鈴

弘
前
市
大
字

松
ケ
枝
一
丁

目
一
の
一

平
成

三〇･
三･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

境
関
字
亥
ノ

宮
五
三
の
一

四
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変
更
前

有
限
会
社

の
り
た
調

剤

五
所
川
原
市

字
布
屋
町
五

六
の
二

〃

ヘ
ル
パ
ー

サ
ー
ビ
ス

憩
い
の
杜

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

二七･
三･
二

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

変
更
前

〃

五
所
川
原
市

字
布
屋
町
五

六
の
二

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
憩
い

の
杜

〃

〃

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地
を
変

更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

ル
ウ
・
ラ

ポ
ー
ル

弘
前
市
大
字

和
徳
町
一
二

四
の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

ホ
ー
ム
サ

ポ
ー
ト
呼

鈴

弘
前
市
大
字

松
ケ
枝
一
丁

目
一
の
一

平
成
三〇･
三･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

境
関
字
亥
ノ

宮
五
三
の
一

四

変
更
前

有
限
会
社

の
り
た
調

剤

五
所
川
原
市

字
布
屋
町
五

六
の
二

〃

ヘ
ル
パ
ー

サ
ー
ビ
ス

憩
い
の
杜

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

二七･
三･
二

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

変
更
前

〃

五
所
川
原
市

字
布
屋
町
五

六
の
二

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
憩
い

の
杜

〃

〃

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

清
水
流
二
の

三

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅

水
七
崎
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

三
八
地
域
県
民
局
長

津

島

正

春

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃

江
戸

正
治
郎

中
川
原

經

小
泉

伊
吾
右

衛
門

赤
坂

峯
輝

根
森

良
男

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
浅
水
字
浅
水
一
四
八

〃

〃

大
字
扇
田
字
寺
沢
三
五
の
一

〃

〃

大
字
豊
間
内
字
志
戸
岸
一
六

の
一

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
長
窪
二
五
の
一

〃

〃

字
下
永
福
寺
五
二
の
一

平
成
三〇･
四･
一就
任

〃〃〃〃
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〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

中
川
原

隆
雄

石
田

弘
文

十
日
市

光
良

山
内

則
明

田
村

英
世

巴

俊
悦

田
中

静
男

荒
木
地

忠
美

江
戸

正
治
郎

中
川
原

經

嶋
森

一
志

小
泉

伊
吾
右

衛
門

赤
坂

峯
輝

小
澤

正
人

佐
川

秀
清

中
村

明
人

根
森

良
男

工
藤

美
登

田
村

英
世

十
日
市

光
良

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
扇
田
字
扇
田
一
五

〃

〃

大
字
浅
水
字
浅
水
一
一
八

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
七
崎
三
二
の
三

〃

大
字
長
苗
代
字
内
舟
渡
八
四
の
二
二

〃

大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
一
七
の
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
熊
戸
五
四

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
八
九
の
六

〃

〃

字
境
沢
頭
一
の
二

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
浅
水
字
浅
水
一
四
八

〃

〃

大
字
扇
田
字
寺
沢
三
五
の
一

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
三
一
の
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
志
戸
岸
一
六

の
一

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
長
窪
二
五
の
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
扇
田
字
扇
田
一
〇
五
の

五〃

〃

大
字
浅
水
字
川
向
二
八
の
三

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
七
崎
四
一
の
一

〃

〃

字
下
永
福
寺
五
二
の
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
上
谷
地
二
一

の
二

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
一
七
の
一

〃

〃

字
下
七
崎
三
二
の
三

〃〃〃〃〃〃〃〃三〇･
三･三一退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
坪

土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

上
北
地
域
県
民
局
長

櫻

庭

憲

司

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃監

事

〃〃

坪

竹
千
代

坪

一
十
三

坪

次
男

鳴
海

長
助

古
屋
敷

斉

坪

淺
憲

坪

壽
美

坪

利
悦

原
子

義
吉

坪

登

坪

竹
千
代

坪

次
男

鳴
海

長
助

坪

壽
美

坪

淺
憲

古
屋
敷

斉

坪

利
悦

原
子

義
吉

坪

登

上
北
郡
七
戸
町
字
天
間
舘
前
川
原
三
九
の
一

〃

〃

〃

二
八

〃

〃

〃

三
七

〃

〃

字
後
平
一
二
六
の
二
一
〇

〃

〃

字
上
平
三
四
の
一

〃

〃

字
後
平
九
六
の
二

〃

〃

字
天
間
舘
前
川
原
九
二
の
一

〃

〃

〃

三
八
の
二

〃

〃

字
上
平
五
九
の
六

〃

〃

字
後
平
三
三
の
一

〃

〃

字
天
間
舘
前
川
原
三
九
の
一

〃

〃

〃

三
七

〃

〃

字
後
平
一
二
六
の
二
一
〇

〃

〃

字
天
間
舘
前
川
原
九
二
の
一

〃

〃

字
後
平
九
六
の
二

〃

〃

字
上
平
三
四
の
一

〃

〃

字
天
間
舘
前
川
原
三
八
の
二

〃

〃

字
上
平
五
九
の
六

〃

〃

字
後
平
三
三
の
一

平
成
三〇･
四･
一就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃三〇･
三･三一退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。
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平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

竹
内
ふ
じ
子
後
援

会

三
浦

喜
代
子

竹
内

富
士
子

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大

字
大
鰐
字
前
田
一
五

の
三

平
成
三〇･
四･一三

津
島
淳
板
柳
町
後

援
会

田
中

正
彦

葛
西

幸
男

北
津
軽
郡
板
柳
町
大

字
福
野
田
字
実
田
五

の
二

三〇･
四･一六

蛯
名
和
子
後
援
会

川
村

数
彦

甲
屋

文
史

青
森
市
大
字
駒
込
字

桐
ノ
沢
三
の
五
二

三〇･
四･二四

万
徳
な
お
子
後
援

会

西
谷

み
ど
り

猪
股

あ
や
子

青
森
市
中
央
三
丁
目

二
一
の
一
五

三〇･
四･二五

平
山
敦
士
後
援
会

澤
田

長
二
郎

對
馬

勉

五
所
川
原
市
大
字
姥

萢
字
船
橋
五
二
の
一

七
九

三〇･
四･二五

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県

遺
族
会
支
部

（
齋
藤

文
昭
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

平
川
市
沖
館
宮
崎

四
一
の
一
四

青
森
市
安
方
二
丁

目
一
〇
の
一

平
成
三〇･
四･
一

会
計
責
任
者

芳
賀

秀
寿

千
島

卓

民
進
党
青
森
県
総
支

部
連
合
会

（
田
名
部

匡
代
）

代

表

者

田
名
部

匡
代

田
名
部

定
男

三〇･
四･二二

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

悟
空
会

（
川
村

悟
）

会
計
責
任
者

小
田
桐

正

後
藤

寿

平
成
三〇･
三･一〇

川
村
悟
後
援
会
連
合

会（
福
田

昌
由
）

会
計
責
任
者

小
田
桐

正

後
藤

寿

三〇･
三･一〇

畑
山
親
弘
後
援
会

（
鈴
木

盛
治
）

代

表

者

鈴
木

盛
治

杉
山

豊
美

三〇･
四･
一

会
計
責
任
者

中
野
渡

牧
雄

鈴
木

盛
治

青
森
県
医
薬
品
配
置

薬
業
連
盟

（
牧
野

誠
智
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
城
東

中
央
五
丁
目
四
の

三

弘
前
市
大
字
城
東

一
丁
目
一
〇
の
一

四

三〇･
三･
二

代

表

者

牧
野

誠
智

金
山

正
美

会
計
責
任
者

牧
野

誠
智

金
山

正
美

戸
田
ま
も
る
後
援
会

（
佐
々
木

正
昭
）

会
計
責
任
者

小
泉

悦
治

久
保

勝
廣

三〇･
四･一一

佐
々
木
孝
昌
後
援
会

（
佐
々
木

孝
昌
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字

漆
川
字
玉
椿
一
七

二
の
七

五
所
川
原
市
字
大

町
一
の
一

三〇･
四･一六

青
森
県
柔
道
整
復
師

連
盟
（
岡
本

幸
治
）

代

表

者

岡
本

幸
治

佐
藤

金
一

二九･
五･二七

会
計
責
任
者

成
田

正
人

岡
本

幸
治
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未
来
の
元
気
な
大
間

町
を
考
え
る
会

（
佐
々
木

秀
樹
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

下
北
郡
大
間
町
大

字
大
間
字
大
間
平

一
七
の
七
三
九

下
北
郡
大
間
町
大

字
大
間
字
割
石
六

の
二
一
二

二九･
九･
一

会
計
責
任
者

佐
々
木

秀
樹

佐
々
木

由
江

宮
下
宗
一
郎
後
援
会

（
髙
松

芳
昭
）

会
計
責
任
者

宮
下

悠
美

宮
下

孝
信

三〇･
四･二四

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

畑
中
て
つ
お
後
援
会

松
田

と
み

平
成
三〇･
三･二九

平
葭
健
悦
後
援
会

長
根

哲
美

三〇･
三･二九

津
島
淳
板
柳
町
後
援
会

田
中

正
彦

三〇･
三･三一

憲
翔
会

築
舘

正
弘

三〇･
四･一六

収

用

委

員

会

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
に

よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
延
期
に
つ
い
て
（
通
知
）

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
三
十
年
六
月
四
日
を
経
過
し
た
時
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
ま
す
。

別
表

氏
名

住
所

工
藤
正
文

住
所
不
明
た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所
地

青
森
県
む
つ
市
松
原
町
９
番
４
５
号

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
に

よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称
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審
理
の
延
期
に
つ
い
て
（
通
知
）

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
三
十
年
六
月
四
日
を
経
過
し
た
時
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
ま
す
。

別
表

氏
名

住
所

晴
彦

住
所
不
明
た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所
地

東
京
都
新
宿
区
百
人
町
４
丁
目
５
番
１
５
－
３
０
６
号

工
藤
正
文

住
所
不
明
た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所
地

青
森
県
む
つ
市
松
原
町
９
番
４
５
号

船
木
千
佳
子

住
所
不
明
た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所
地

愛
知
県
知
立
市
西
町
新
川
３
４
番
地
６
新
川
コ
ー
ポ
１
２

号

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院
清
掃
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室

青
森
市
大
字
三
内
字
沢
部
三
五
三
の
九
二

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
八
の
七

六

落
札
金
額

年
額
二
千
五
百
六
十
六
万
八
百
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
三
十
年
二
月
十
六
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


